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○

相続税の支払いはどちらが有利？(物納と売却）

Q:相続税の支払いに充てるため、相続に

より取得した土地を物納するか、売却するか

考えています。どちらが有利でしょうか。

ヱヘ：土地の売却による手取額（売却金額一

譲渡費用一譲渡税）より土地の相続税評価額

の方が高ければ、物納の方が有利となります。

【解説】

物納財産の収納価額は、原則として課税価

格計算の基礎となったその財産の価額（相続

税の評価額）です◎

通常、相続税評価額は時価の80%程度に

なっている場合が多いので、譲渡費用や譲渡

税を考慮すると、物納の要件に該当する場合

には、物納を適用した方が有利な場合も生じ

ます。

また、物納した財産については、譲渡所得

は課税されません。

ただし、小規模宅地等の減額特例を受けた

土地は減額後の金額が収納価額となりますの

で、物納申請する士地は減額対象としない方

が有利になると思われます。

売却の方が有利な場合でも、相続税の申告

期限内に、確実に売却できるという保証がな

い限り、まずは物納の手続をとっておいた方

がよいでしょう。物納の申請を行っておけば、

いざ現金で払う段階になれば延納に変更する

ことが可能ですが、延納から物納に変更する

ことはできません。
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